
引き続き発生予防及びまん延防止対策の徹底 を！！

１、飼養衛生管理の徹底

・飼養衛生管理基準の遵守の再徹底
（車両・物や畜舎周囲の消毒、長靴や衣服の交換・消毒による衛生管理区域への
病原体の持ち込み防止の徹底、毎日の健康観察、野生動物の侵入防止等）

・離乳豚舎における衛生管理
免疫を獲得していない豚群では特に感染が起こりやすいことを念頭に置き、
豚舎に出入りする際にはウイルスを持ち込まない衛生対策を実施すること

２、早期発見・早期通報の徹底

豚熱の「特定症状」を呈している豚等を発見した場合は、速やかに家畜保健衛生所に届け出ること

３、野生いのしし対策の徹底

農場関係者以外のものが不要に農場に立ち入らないこと
（県内野生いのししの検査状況については県ホームページをご覧ください）

https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/toncholera/butanetukensajokyo.html

【 概 要 】
発生農場：群馬県市
飼養状況：約５,０００頭
経 緯：
６月日、死亡頭数が増加している旨の通報を受け、

病性鑑定を実施。
６月日、精密検査を実施したところ、

豚熱の患畜であることが判明。
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豚の様子がおかしいなと思ったら…

群馬県の養豚場で豚熱発生！
（国内８２例目）


